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１．平成２７年度財務諸表等の解説について

（１）はじめに

（２）

　財務諸表に決算報告書を併せて、本解説では「財務諸表等」と表現しています。

① 貸借対照表

　貸借対照表は、貸借対照表日（3月31日）における法人の財政状態を明らかにするものです。

　資産、負債、純資産の要素で表示され、借方（左側）に資産、貸方（右側）に負債と純資産が表示されます。

② 損益計算書

　一般企業において、損益計算書は、経営成績（どれだけ儲けたか）を明らかにするために作成されます。

　しかしながら、地独法人において、損益計算書は、経営成績ではなく運営状況を明らかにするために作成されます。

　これは、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算性を前提としないためです。

　地独会計は、企業会計を原則としつつも損益が均衡するような会計処理が定められています。

③ キャッシュフロー計算書

　キャッシュ・フロー計算書は、簡単にいえば「お金の出入り」を示したものです。

　資金繰りの状況など、損益計算書では表せない「収入」や「支出」といったお金の流れを表示しています。

④ 利益の処分に関する書類

　地独法人の利益は、設立主体たる地方公共団体（大阪府）に帰属します。

⑤ 行政サービス実施コスト計算書

　行政サービス実施コストとは、地独法人の業務運営に関して、府民負担となるコストのことです。

　納税者である府民に対し、説明責任を果たすことを目的としています。

⑥ 決算報告書

次貢から、平成27年度の決算内容について、個別に解説をさせていただきます。

　大阪府民のみなさまにとって、地方独立行政法人が公表する財務諸表や決算報告書は日常生活において馴染みがなく、それ

を見ても数字がただ並んでいるだけで、地方独立行政法人がどのような状況にあるかよくわからないものになっています。

　この解説を通して地方独立行政法人の財務諸表とは何か、また、どのように読めばよいかをご理解いただければ幸いです。

　財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コス

ト計算書及び附属明細書で構成されています。

　決算報告書は、年度計画において定められた当該年度の執行予定額に対し実際に執行された金額を記載する現金主義により

作成されたものです。

　貸借対照表の貸方（右側）は元手資金をどのような方法で集めているかを示しており、借方（左側）は調達した資金をどの

ような形で運用しているかを表しています。

　利益は、大阪府より経営努力の認定を受けたものについては、「目的積立金」に計上し、中期計画で定められた使途の範囲

内において、法人が自由に使用することができます。一方、それ以外の利益は「積立金」として計上し、中期目標期間終了時

に精算し、原則として、大阪府に返還することになります。

財務諸表及び決算報告書について

　本解説の作成目的は、府民のみなさまに地方独立行政法人の財務諸表及び決算報告書の内容をご理解いただき、地方独立行

政法人　大阪府立産業技術総合研究所（以下「産技研」と言います。）の運営状況を正確にお伝えすることにあります。
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２．平成２７年度財務諸表の要約

以下に平成27年度の財務諸表を表示し、その内容について説明します。

（１）貸借対照表

　貸借対照表は、貸借対照表日（3月31日）における法人の財政状態を明らかにするものです。

　資産、負債、純資産の要素で表示され、借方（左側）に資産、貸方（右側）に負債と純資産が表示されます。

  Ｉ　固定資産   Ｉ　固定負債 

 １　有形固定資産  資産見返負債 ※３）

 土地 　資産見返運営費交付金

 建物 　資産見返補助金等

 構築物 　資産見返寄附金

 機械装置 　資産見返物品受贈額

車両運搬具  長期リース債務

 工具器具備品  Ⅱ　流動負債 

 図書  リース債務

 美術品・収蔵品  未払金 ※４）

 ２　無形固定資産  未払消費税等 7

特許権  前受金

ソフトウェア  預り金 ※５）

電話加入権  その他の流動負債

特許権仮勘定 1  負債合計 

 ３　投資その他の資産

敷金・保証金

 Ⅱ　流動資産 （＝Ｂ）  Ｉ　資本金 ※６）

 現金及び預金  Ⅱ  資本剰余金 

 未収入金 66 ※１）  資本剰余金 ※７）

 たな卸資産 3 ※２）  損益外減価償却累計額（-） ※８）

 その他の流動資産 0  Ⅲ  利益剰余金 ※９）

 目的積立金

 積立金

 当期未処分利益

 純資産合計 

 資産合計  負債純資産合計

各金額は百万円未満四捨五入により作成しているため、計が一致しない場合があります。

176 4

655 234

資産の部 負債の部

10,842 1,138

10,828 1,089

　貸借対照表の貸方（右側）は元手資金をどのような方法で集めているかを示しており、借方（左側）

は調達した資金をどのような形で運用しているかを表しています。

（単位：百万円）（平成28年3月31日現在）

4,002 674

15

1

501

14

221

5,714 176

264 287

24

（注）

90

10,095

11,521 11,521

298

0

0

0

679

609

純資産の部

10,148

▲ 761

86

▲ 847

708

12

1 9

12

1,425

320

14
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貸借対照表構成貸借対照表の構成（単位：百万円）

固定負債 ###

流動負債 287

純資産 ###

流動資産 679

固定資産 ###

                                                                           

※１） ：未収入金の内訳は、使用料収益、手数料収益等です。

※２）

※３）

※４）

※５）　　 ：預り金の主な内訳は、科研費預り金、助成金預り金、住民税・源泉所得税等の預り金です。

※６） ：府出資金（法人移行時に大阪府から現物出資を受けた土地、建物）の総額となります。

※７）

※８）

※９）

資 本 剰 余 金 ：大阪府から無償で譲り受けた非償却資産に対応する金額及び目的積立金財源で購入した固定資産

に対応する金額を計上しています。

損 益 外 減 価 償 却

累 計 額

：大阪府から現物出資を受けた建物と、目的積立金財源により取得した固定資産に係る減価償却費

の累計額を計上しています。

利 益 剰 余 金 ：業務に関連し発生した利益の繰越額になります。

資 本 金

　法人の運営は、主に土地・建物・機器等の固定資産の活用によりなされ

ており、その調達源泉は、設立団体よりの出資（純資産）であることを示

しています。

未 収 入 金

た な 卸 資 産 ：受託研究等のうち、平成27、28年度にまたがって執行するものの経費を計上したもの、及び切手

等の短期的に消費される財貨を計上したものです。

資 産 見 返 負 債 ：運営費交付金、補助金、寄付金等を財源として固定資産を取得した場合、取得時に資産と同額の

負債を計上します。当該資産の減価償却相当額を資産見返負債戻入として収益化し、損益を均衡さ

せるための地方独立行政法人特有の勘定科目です。

未 払 金 ：当期（平成27年度）内に支払が完了せず、翌期（平成28年度）に支払う経費を計上しています。

預 り 金

1,138 

287 

10,095 

679 

10,842 

貸借対照表の構成（単位：百万円） 

固定負債 

流動負債 

純資産 

流動資産 

固定資産 

資産 負債・純資産 

資産＝負債＋純資産 
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（２）損益計算書

　一般企業において、損益計算書は、経営成績を明らかにするために作成されます。

　これは、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的とせず、独立採算性を前提としないためです。
　地独会計は、企業会計を原則としつつも損益が均衡するような会計処理が定められています。

　（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） （単位：百万円）

 経常費用合計

 業務部門人件費

 試験研究費

 受託研究費

 共同研究費

 受託事業費

 一般管理費

 経常収益合計

 運営費交付金収益

 使用料収益

 手数料収益

 受託研究等収益

 共同研究等収益

 受託事業等収益

 補助金等収益

 資産見返負債戻入

 雑益

 経常利益 （＝経常収益－経常費用）

 臨時損失

 臨時利益

 当期純利益 （＝経常利益-臨時損失+臨時利益）

 目的積立金取崩額

 当期総利益 （＝当期純利益+目的積立金取崩額）

※）各金額は百万円未満四捨五入により作成しているため、計が一致しない場合があります。

2,716

1,921

33

経常収益

70

1,149

48

499

967

152

2,786

19

　しかしながら、地独法人において、損益計算書は、経営成績ではなく運営状況を明らかにす

るために作成されます。

※２）

※１）

90

388

33

173

28

34

39

18

7

7

19

70

経常費用
業務部門職員の給与等で

す。 

法人の管理・運営に要する

人件費、その他経費です。 

外部資金での研究経費で

す。 

大阪府から業務の財源と

して受領した資金で、地独

会計基準に準拠して収益

化したものです。 

外部資金の収益額です。 

利益処分により、目的積

立金と積立金に振り分け

られます。 

- 4 -



損益計算書構成（単位：百万円）

経常収益 2,786

目的積立金取崩額 19

当期総利益 90

経常費用 2,716

（臨時損失、臨時利益は額が少ないため省略しています）

損益計算書は、

「経常収益-経常費用＋目的積立金取崩額＝当期総利益」

と表示されています。

計算式を変形すると

「経常収益＋目的積立金取崩額＝経常費用＋当期総利益」

となり、図のようにバランスしていることがわかります。

収益総額に対して、費用総額が満たない部分が利益として、表示されます。

※１） 資産見返負債戻入

※２） 目的積立金取崩額

●産技研の機器

　損益計算書は、法人の運営状況を表しています。

　以下の機器等（数ある産技研の機器から抜粋）から得られる使用料（収益）や維持費（費用）等が損益計算書に含まれています。

微粉末積層造形装置       高速シリコンディープエッチング装置 テラヘルツ分光システム

：運営費交付金、補助金、寄付金等で取得した固定資産にかかる減価償却費（当法人では各研究費、事業費と 一般管

理費に含まれています）を計上したときに同時に同額だけ計上する収益で、損益を均衡させるための地方独立行政法

人特有の勘定科目です。「固定資産取得にかかる財源別会計処理の解説」を参照。

：目的積立金（研究開発及びその研究成果の普及、活用並びに企業支援の質の向上と組織運営改善目的積立金）から

支出した費用相当額を計上しています。今年度は、中小企業支援、研究開発の充実・強化、施設・設備機器の整備に

要する経費として支出しました。

49.7% 

0.3% 1.6% 

48.4% 

損益計算書の構成 

経常収益 

目的積立金取崩額 

当期総利益 

経常費用 

平成27年度に購入した機械装置の一部です。 

 

・微粉末積層造形装置 82,069千円 

・高速シリコンディープエッチング装置 52,812千円 

・テラヘルツ分光システム 20,952千円 

 

いずれも、購入にあたり補助金の交付を受けております。 

- 5 -



（３）キャッシュ・フロー計算書

　キャッシュ・フロー計算書は、簡単にいえば「お金の出入り」を示したものです。

　資金繰りの状況など、損益計算書では表せない「収入」や「支出」といったお金の流れを表示しています。

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） （単位：百万円）

 Ｉ　業務活動によるキャッシュ・フロー 584

 原材料、商品又はサービスの購入による支出 ▲ 520

 人件費支出 ▲ 1,581

  その他の業務支出 ▲ 30

 運営費交付金収入 2,135

 使用料収入 151

 手数料収入 172

 受託研究等収入 23

 共同研究等収入 38

 受託事業等収入 39

 補助金等収入 120

 預り科研費補助金等受払 ▲ 1

 その他収入 36

 Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 382

 有形固定資産の取得による支出 ▲ 376

 有形固定資産の売却による収入 0

 無形固定資産の取得による支出 ▲ 6

 Ⅲ　財務活動によるキャッシュフロー ▲ 28

 リース債務の返済による支出 ▲ 28

 Ⅳ　資金増加額（Ⅰ～Ⅲの合計） 174

 Ⅴ　資金期首残高 435

 Ⅵ　資金期末残高（Ⅳ＋Ⅴ） 609

※）各金額は百万円未満四捨五入により作成しているため、計が一致しない場合があります。

投資活動、財務活動以外の通

常の業務の実施にかかる資金

の出入りです。 

・固定資産の取得など、将来の運営

基盤の確立のための活動にかかる

資金の出入りです。 

・当法人では、主に、研究開発用の

機器類の取得による代金の支払額

を計上しています。 

・資金の借入による収入、及び返

済による支出がここに表示されま

す。 

・当法人では、ファイナンス・リー

スにかかるリース料（元本返済

額）を表示しています。 
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（４）利益の処分に関する書類

　地独法人の利益は、設立主体たる地方公共団体（大阪府）に帰属します。

 Ｉ　当期未処分利益

 当期総利益 90

Ⅱ 　利益処分額

　  積立金 12

 目的積立金 77

（単位：百万円）

　利益は、大阪府より経営努力の認定を受けたものについては、「目的積立金」に計上し、中期計画で定め

られた使途の範囲内において、法人が自由に使用することができます。一方、それ以外の利益は「積立金」

として計上し、中期目標期間終了時に精算し、原則として、大阪府に返還することになります。

【目的積立金】 
 

●目的積立金を計上するには、大阪府知事による承認（経営努力

認定）が必要です。 

 

●平成27年度の当法人の経営努力による目的積立金の計上額は

以下のとおりです。 

 

・設備開放収入などの事業収入の増加及び効果的な予算執行によ

る事業支出の節減による剰余金 

（４千４百万円） 

 

・経費の削減として、職員の努力による人件費の剰余金 

（３千４百万円） 

 

●翌期以降、中期計画で定められた使途（※）の範囲内で使用可

能となります。 

 

※中期計画 第７「剰余金の使途」 

 決算において剰余金が発生した場合、中小企業支援事業及び、

研究開発の充実・強化、施設・設備機器の改善等、法人の円滑な

業務運営に充てる。 

【積立金】 
 

●積立金には、法人の自己収入財源で固定資産を取得した

場合において、当該固定資産の減価償却相当額を控除した

自己収入額が含まれております。 

 
Ｐ８ 「固定資産取得にかかる財源別会計処理の解説」を参照してく

ださい。 

 

●中期目標期間（※）終了後、知事の承認を受けた額 

 以外は、原則として大阪府に返還します。 

 
 

※中期目標期間とは平成24年4月1日から平成29年3月31日

までの5年間です。（中期目標期間が1年延長となったため5

年間となっています。） 
 

【利益処分】 

損益計算書で計算された当期総利益につい

て、経営努力認定を受けることにより、目的積

立金に計上できます。 

一方、経営努力認定を受けない又は受けられ

なかった金額は積立金として計上します。 
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※ 固定資産取得にかかる財源別会計処理の解説

　地独会計においては、運営費交付金等を財源として固定資産（償却資産）を取得した場合、取得時に資産と同額の負債を計上します。

　計上した負債は、当該資産の減価償却相当額を資産見返負債戻入として収益化し、損益を均衡させます。

　これは、地独特有の会計処理です。（ケース１の図）

　一方、自己収入を財源として、固定資産を取得した場合は、企業会計と同様の会計処理となります。（ケース２の図）

【下記のケースの前提条件】

固定資産は償却資産であり、耐用年数を4年（年間25の償却）、４月1日（期首）取得とします。

ケース１：運営費交付金財源で固定資産を取得

⇒ ⇒ 及び

固定資産 資産見返勘定 固定資産 資産見返勘定

（貸借対照表項目） （貸借対照表項目） 費用 25 （資産） （負債）

収益 25

利益 0

75 75

減価償却費 資産見返戻入

100 100 25 25

ケース２：自己収入で機器を取得

⇒ ⇒ 及び

固定資産 自己収入 固定資産 利益剰余金

（貸借対照表項目） （損益計算書項目） 費用 25 （資産） 【積立金】

収益 100 （純資産）

利益 75

75 75

減価償却費

100 100 25 ※１）

※１） 積立金について

固定資産を自己収入で購入した場合は、
企業会計と同様に処理します。

利益剰余金に対応する資産は固定資産
であり、期末時点で現金の裏付けはあり
ません。
当該利益剰余金は積立金とします。

：自己収入は、決算時に収益計上しますが、取得した固定資産のうち減価償却費を除き当年度の費用とならないため、固定資産取得年

度においては、その簿価相当が利益となります。一方で、翌年度以降には当該固定資産の減価償却費計上に伴う損失が発生します。こ

のため、固定資産取得時の利益を「積立金」とし、翌年度以降の減価償却費の補填に充てます。

取得時 決算整理 損益計算書 貸借対照表
固定資産の使用による価値の減少を減価
償却費（費用）として表現します（上記と同
様）。
一方、財源となった自己収入は、全額を当
期の成果（収益）として表現します。

固定資産を運営費交付金で購入した場
合、期間損益が発生するのは妥当ではな
いという趣旨から、損益が均衡する仕組
みとなっています。

減価償却計算により資産・負債同額が減
少し、未償却残高が計上されます。

取得時 決算整理 損益計算書 貸借対照表
固定資産の使用による価値の減少を減価
償却費（費用）として表現します。
同時に、使用の義務を果たしたと考え同
額を戻入（収益）として表現します。
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（５）行政サービス実施コスト計算書

　行政サービス実施コストとは、地独の業務運営に関して、府民負担となるコストのことです。

　納税者である府民に対し、説明責任を果たすことを目的としています。

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

 Ｉ　業務費用　　(1)-(2)

 （１）損益計算書上の費用

 業務費

 一般管理費

臨時損失

 （２）（控除）自己収入等

　  使用料収益

 手数料収入

 受託研究等収益

 共同研究等収益

 受託事業等収益

 資産見返寄附金戻入

 その他雑益

 Ⅱ　損益外減価償却相当額 ※1)

 Ⅲ　引当外賞与増加見積額 ▲ 2 ※2)

 Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 0 ※3)

 Ⅴ　機会費用　大阪府出資の機会費用 0 ※4)

 Ⅵ　行政サービス実施コスト（Ⅰ～Ⅴの合計）

※）各金額は百万円未満四捨五入により作成しているため、計が一致しない場合があります。

※１)

※２)

※３）

※４）

※５）機会費用の計算に使用

し た 利 率 に つ い て

：平成28 年4 月25日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受

けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱

いについて（留意事項）」(総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業

課、総務省自治財政局財務調査課)に基づき、0%で計算しております。

大阪府出資の機会費用 ：仮に、当法人への出資金等が当法人に出資されず、平成27年3月末における10年利付国債

を購入した場合に得られるであろう利息 （利率0.0％）※5）を算出しています。

損益外減価償却相当額

引当外賞与増加見積額

引 当 外 退 職 給 付 増 加

見 積 額

：前期期末時点と当期期末時点における、法人職員（大阪府派遣職員も含む）に対する退職

金の潜在的な負担額の増減を示します。

　仮に、法人職員が期末時点で全員退職した場合の退職金負担額を計算しています。

：前期期末時点と当期期末時点における、法人職員（大阪府派遣職員も含む）に対する賞与

の潜在的な負担額の増減を示します。

　6月の夏季賞与の計算期間（12月～5月）のうち期末までの期間（12月～3月）に発生して

いる賞与の負担額を計算しています。

2,475

：地方独立行政法人が保有する償却資産のうち、財源を負担する大阪府が（その減価に対応

すべき）収益の獲得が予定されないものとして認定した資産（特定資産）に係る減価償却費

です。

▲ 28

（単位：百万円）

2,722

2,217

7

▲ 458

▲ 152

▲ 28

▲ 39

▲ 173

▲ 3

▲ 34

2,265

499

213

損益計算書に計上されないが、最終的に府民が

負担するコストです。 

  

・府から出資された資産等の減価償却費 

・賞与・退職金の潜在的負担額 

・大阪府が資本金相当の財産を産技研に出資し

たこと により失われた期待利益 

など、制度上費用に反映されない想定上の負担

相当額です。 

業務費用を求めるにあたって、府民の負

担とならない自己収入を控除するため、

損益計算書より自己収入に該当する収益

を集計しています。 

損益計算書の業務費と一般管理費の額と

同額です。 

損益計算書上の費用から自己収入を差し

引くことによって、純粋な府民の負担額を

表しています。 
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（６）決算報告書

　年度計画においては、一会計年度内における収入・支出の計画額を「予算」として明記しています。

＜決算報告書＞ (単位：百万円) (単位：百万円)

項目 決算報告書区分 予算額 決算額 項目 決算報告書区分 予算額 決算額

① 運営費交付金収入 2,116 2,135 業務費 2,033 2,018

自己収入 469 569 Ａ 　技術研究費 728 777

② 　事業収入 313 326 Ｂ 　外部資金研究費等 64 92

③ 　外部資金研究費等 93 124 Ｃ 　職員人件費 1,241 1,149

④ 　その他収入 63 119 Ｄ 施設整備費 191 165

⑤ 目的積立金取崩収入 41 47 Ｅ 一般管理費 402 490

計 2,626 2,751 2,626 2,673

上記決算報告書の項目をさらに詳細に区分すると、以下のようになります。

項目 収入詳細 予算額 決算額 項目 支出詳細 予算額 決算額
①-1 標準運営費交付金 1,829 1,837 Ａ-1 支援経費 83 81

①-2 特定運営費交付金 287 299 Ａ-2 研究経費 20 19

②-1 設備開放収入 139 152 Ａ-3 特許経費 5 4

②-2 依頼試験収入 174 173 Ａ-4 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究等経費 11 10

③-１ 受託研究（民間）収入 30 28 Ａ-5 機器整備費 315 371

③-2 受託研究（国等）収入 45 63 Ａ-6 一般管理費共通経費 295 292

③-3 共同研究収入 18 34 Ｂ-1 受託研究（民間） 17 13

④-1 技術研修生受入収入 1 0 Ｂ-2 受託研究（国等） 33 53

④-2 特許権収入 4 5 Ｂ-3 共同研究収入 14 26

④-3 開放研究室使用収入 13 11 Ｃ 職員人件費 1,241 1,149

④-4 諸収入 15 16 Ｄ 施設整備費 191 165

④-5 補助金収入 30 86 Ｅ-1 一般管理費職員人件費 330 432

⑤ 目的積立金取崩収入 41 47 Ｅ-2 一般管理費共通経費 72 58

計 2,626 2,751 計 2,626 2,673

主な項目の内容

①-1 法人の運営費に必要な経費として大阪府から交付を受けた運営費交付金です。

①-2

④-4 財産貸付収入、光熱水費収入、物品売上収入、セミナー事業収入、その他雑収入などからなります。

Ａ-1 依頼試験や機器開放の実施にかかる材料費や各種相談に必要な旅費などの経費です。

Ａ-5 機器購入費をはじめ、修理、校正、保守費も含まれます。

Ａ-6
Ｅ-2

C 研究部門の人件費です。

Ｄ 平成２７年度は、個別空調更新工事、実験棟照明器具更新工事を実施しました。

Ｅ-1 管理部門の人件費です。

（注） 各金額は百万円未満四捨五入により作成しているため、計が一致しない場合があります。

　これに対応した、実際の収支結果を示したのが決算報告書で、地方独立行政法人法第３４条により提

出が義務付けられています。

　決算報告書の決算額は、収入については現金預金の収入額に期首期末の未収金額等を加減算したも

の、支出については、現金預金の支出額に期首期末の未払金額等を加減算したものです。

施設整備費、退職金など当該年度に必要な特定の経費に対しての交付金で、残余が出た場合は大

阪府に返還します。

法人の運営に必要な光熱水費、通信運搬費、施設保守費、複写機借上等の賃借料、清掃委託等の

委託料、消費税などの一般管理経費です。各経費の性質に合せて研究部門と管理部門とを面積割

や人数割などで按分したものがＡ-6とＥ-2で計上されています。

収入 支出

収入 支出

　決算報告書の予算額は当初予算額であり最終予算額ではありません。
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